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栃 木 県 規 則 第 三 十 六 号

　 技 能 検 定 試 験 の 実 技 試 験 の 受 検 手 数 料 に 関 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 二 十 九 年 八 月 二 十 五 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 　 　 技 能 検 定 試 験 の 実 技 試 験 の 受 検 手 数 料 に 関 す る 規 則

　 栃 木 県 手 数 料 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 栃 木 県 条 例 第 一 号 ） 別 表 第 一 の 三 百 三 の 項 の 知 事 が 指 定 す る 者 は 、 次 の 表

の 上 欄 に 掲 げ る 者 と し 、 同 項 に 規 定 す る 技 能 検 定 試 験 の 実 技 試 験 の 受 検 手 数 料 に つ い て 同 条 例 第 五 条 の 規 定 に

よ り 知 事 が 定 め る 額 は 、 同 欄 に 掲 げ る 者 の 区 分 に 応 じ そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 金 額 と す る 。

知 事 が 指 定 す る 者 金 額

二 級 の 技 能 検 定 試 験 の 実 技 試 験 を 受 検 す る 者 の う ち 、 基 準 日 に お い て 三 十 五 歳 未

満 の も の （ 出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法 （ 昭 和 二 十 六 年 政 令 第 三 百 十 九 号 。 以 下

「 入 管 法 」 と い う 。 ） 別 表 第 一 の 上 欄 の 在 留 資 格 を も っ て 在 留 す る 者 を 除 く 。 ）

八 千 九 百 円

三 級 の 技 能 検 定 試 験 の 実 技 試 験 を 受 検 す る 者 （ 以 下 「 三 級 受 検 者 」 と い う 。 ） の

う ち 、 在 校 生 で あ っ て 、 基 準 日 に お い て 三 十 五 歳 未 満 の も の （ 入 管 法 別 表 第 一 の

上 欄 の 在 留 資 格 を も っ て 在 留 す る 者 を 除 く 。 ）

二 千 九 百 円

三 級 受 検 者 の う ち 、 在 校 生 で あ っ て 、 基 準 日 に お い て 、 三 十 五 歳 未 満 の も の （ 入 一 万 千 九 百 円
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　───────────────────────────────────────────────

告 示

　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○平成29年度前期技能検定試験の合格者
　職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）第44条第１項の規定に基づき実施した平成29年度前期技能検定

栃 木 県 告 示 第 三 百 九 十 号

　 栃 木 県 手 数 料 条 例 別 表 第 一 の 三 百 三 の 項 の 知 事 が 指 定 す る 者 を 定 め る 告 示 （ 平 成 二 十 一 年 栃 木 県 告 示 第 二 百

三 十 五 号 ） は 、 平 成 二 十 九 年 八 月 三 十 一 日 限 り 、 廃 止 す る 。

　 　 平 成 二 十 九 年 八 月 二 十 五 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

（ 労 働 政 策 課 ） 　

管 法 別 表 第 一 の 上 欄 の 在 留 資 格 を も っ て 在 留 す る 者 に 限 る 。 ） 及 び 三 十 五 歳 以 上

の も の

三 級 受 検 者 の う ち 、 在 校 生 以 外 の も の で あ っ て 、 基 準 日 に お い て 三 十 五 歳 未 満 の

も の （ 入 管 法 別 表 第 一 の 上 欄 の 在 留 資 格 を も っ て 在 留 す る 者 を 除 く 。 ）

八 千 九 百 円

　 備 考
一 　 こ の 表 に お い て 「 基 準 日 」 と は 、 受 検 す る 技 能 検 定 試 験 の 実 技 試 験 の 実 施 期 日 の 属 す る 年 度 の 四 月 一

日 を い う 。

二 　 こ の 表 に お い て 「 在 校 生 」 と は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 を い う 。

イ 　 学 校 教 育 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） に よ る 高 等 学 校 、 中 等 教 育 学 校 の 後 期 課 程 、 特 別 支 援

学 校 の 高 等 部 、 大 学 、 高 等 専 門 学 校 、 専 修 学 校 又 は 各 種 学 校 に 在 学 す る 者

ロ 　 職 業 能 力 開 発 促 進 法 （ 昭 和 四 十 四 年 法 律 第 六 十 四 号 ） に よ る 公 共 職 業 能 力 開 発 施 設 、 職 業 能 力 開 発

総 合 大 学 校 又 は 認 定 職 業 訓 練 を 行 う 事 業 主 等 が 設 置 す る 職 業 訓 練 施 設 の 訓 練 生 （ 就 職 し て い る 者 及 び

職 業 能 力 開 発 促 進 法 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 四 年 労 働 省 令 第 二 十 四 号 ） 第 九 条 に 規 定 す る 短 期 課 程 の 普 通

職 業 訓 練 又 は 専 門 短 期 課 程 若 し く は 応 用 短 期 課 程 の 高 度 職 業 訓 練 を 受 け て い る 者 を 除 く 。 ）

ハ 　 イ 及 び ロ に 掲 げ る 者 の ほ か 、 こ れ ら の 者 に 準 ず る と 知 事 が 認 め る 者

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 九 年 九 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 労 働 政 策 課 ） 　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

栃 木 県 規 則 第 三 十 七 号

　 身 体 障 害 者 福 祉 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 二 十 九 年 八 月 二 十 五 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 　 　 身 体 障 害 者 福 祉 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 身 体 障 害 者 福 祉 法 施 行 細 則 （ 平 成 五 年 栃 木 県 規 則 第 三 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 記 様 式 第 二 号 及 び 別 記 様 式 第 八 号 中
「交通､

 
労災､
 
その他の事故､

 
戦傷､
 
戦災､
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
疾病､
 
先天性､

 
その他 （ 　 　 　 　 　 　 　 ） 」

を

「交通､
 
労災､
 
その他の事故､

 
戦傷､
 
戦災､
 

　
自然災害､

 
疾病､
 
先天性､

 
その他 （ 　 　 ） 」

に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 障 害 福 祉 課 ） 　
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試験の合格者は、次のとおりである。
　　平成29年８月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
３級（107名）   

級 別 職 種 名 作 業 名 受 検 番 号

３級 造園 造園工事作業 A甲0001

３級 造園 造園工事作業 A甲0002

３級 造園 造園工事作業 A甲0005

３級 造園 造園工事作業 C0001

３級 造園 造園工事作業 C0002

３級 造園 造園工事作業 C0003

３級 造園 造園工事作業 C0004

３級 造園 造園工事作業 C0005

３級 造園 造園工事作業 C0006

３級 造園 造園工事作業 C0007

３級 造園 造園工事作業 C0008

３級 造園 造園工事作業 C0009

３級 造園 造園工事作業 C0012

３級 造園 造園工事作業 C0013

３級 造園 造園工事作業 C0014

３級 造園 造園工事作業 C0015

３級 造園 造園工事作業 C0016

３級 造園 造園工事作業 C0017

３級 造園 造園工事作業 C0018

３級 造園 造園工事作業 C0019

３級 造園 造園工事作業 C0020

３級 造園 造園工事作業 C0021

３級 造園 造園工事作業 C0022

３級 造園 造園工事作業 C0023

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0001

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0002

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0003

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0004

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0005

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0007

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0010

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0012
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３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0014

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0015

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0016

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0017

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0019

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0021

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0022

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0023

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0024

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0025

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0026

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0027

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0028

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0031

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0032

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0033

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0034

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0035

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0036

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0037

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0038

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0039

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0040

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0041

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0042

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0043

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0044

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0045

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0046

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0047

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0048

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0049

３級 機械加工 普通旋盤作業 A甲0050

３級 機械加工 普通旋盤作業 B0001

３級 機械加工 普通旋盤作業 B0002

３級 機械加工 普通旋盤作業 B0003
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３級 機械加工 普通旋盤作業 C0001

３級 機械加工 普通旋盤作業 C0002

３級 機械加工 普通旋盤作業 C0003

３級 機械加工 フライス盤作業 A甲0001

３級 機械加工 フライス盤作業 A甲0002

３級 機械加工 フライス盤作業 A甲0004

３級 機械加工 フライス盤作業 C0001

３級 機械加工 フライス盤作業 C0002

３級 機械加工 フライス盤作業 C0003

３級 機械加工 フライス盤作業 C0005

３級 機械加工 フライス盤作業 C0006

３級 機械加工 マシニングセンタ作業 A甲0001

３級 機械加工 マシニングセンタ作業 A甲0002

３級 機械加工 マシニングセンタ作業 A甲0003

３級 機械加工 マシニングセンタ作業 A甲0004

３級 機械加工 マシニングセンタ作業 A甲0005

３級 機械加工 マシニングセンタ作業 C0001

３級 機械加工 マシニングセンタ作業 C0002

３級 機械加工 マシニングセンタ作業 C0003

３級 機械加工 マシニングセンタ作業 C0004

３級 めっき 電気めっき作業 A甲0001

３級 機械検査 機械検査作業 B0001

３級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0002

３級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0003

３級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0004

３級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0006

３級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0007

３級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0008

３級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0009

３級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0010

３級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0011

３級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0014

３級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 A甲0015

３級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 B0001

３級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 B0002

３級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 B0003
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３級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 B0004

３級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 B0005

３級 電子機器組立て 電子機器組立て作業 C0001

（労働政策課）　
　───────────────────────────────────────────────

選挙管理委員会
栃木県選挙管理委員会告示第32号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定による政治団体の設立の届出があったので、
同法第７条の２第１項の規定により、その名称等を次のとおり告示する。
　　平成29年８月25日

栃木県選挙管理委員会委員長　　小　　林　　恒　　夫　　
（国会議員関係政治団体に該当しない政党の支部）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 会計責任者
の 氏 名 主たる事務所の所在地

一以上の市町村等の
区域を単位として
設 け ら れ る 支 部

届 出
年 月 日

民進党栃木県日光市
支部 平木　チサ子 橋本　利子 栃木県日光市土沢1962 ○ 平成29年

７月24日

（国会議員関係政治団体に該当しない政党以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 会計責任者
の 氏 名 主たる事務所の所在地 届 出

年 月 日

阿部かずこと未来を
想う日光市民の会 富岡　洋一郎 伊藤　君香 栃木県日光市土沢1962 平成29年

７月21日

髙際弘幸後援会 髙際　弘幸 髙際　弘幸 栃木県佐野市田沼町1815-３ 平成29年
７月18日

高山和典後援会 和田　通治 渡邊　喜正 栃木県下野市下古山922 平成29年
５月16日

中塚みさお後援会 中塚　操 阿久津　明 栃木県塩谷郡塩谷町船生6583 平成29年
６月１日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第33号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったの
で、同法第７条の２第１項の規定により、その名称等を次のとおり告示する。
　　平成29年８月25日

栃木県選挙管理委員会委員長　　小　　林　　恒　　夫　　
（政党の支部）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異 動
年 月 日

自由民主党栃木県歯
科医師連盟支部 宮下　均 会計責任者

の 氏 名 大野　克夫 田村　一夫 平成29年
７月１日

自由民主党栃木県薬
剤師支部 君島　正 代表者の氏名 君島　正 小野村　昌 平成29年

６月17日

自由民主党那須塩原
市支部 小瀧　信光 主たる事務所

の 所 在 地
栃木県那須塩原市
永田町14-21

栃木県那須塩原市
扇町12-２

平成29年
６月１日
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自由民主党日光支部 星野　房弘

主たる事務所
の 所 在 地

栃木県日光市南小
来川229-２

栃木県日光市細尾
町406

平成29年
７月15日代表者の氏名 星野　房弘 相良　芳隆

会計責任者
の 氏 名 植竹　純一 相良　芳隆

民進党栃木県第２区
総支部 福田　昭夫 主たる事務所

の 所 在 地
栃木県日光市森友
781-３

栃木県日光市森友
739-１

平成29年
７月１日

（政党以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異 動
年 月 日

アラキクラブ 荒木　大樹

公職の種類
（第一号） 参議院議員 衆議院議員

平成28年
６月22日

公職の候補者
の氏名及び
公職の種類
（第二号）

荒木　大樹、参議
院議員

荒木　大樹、衆議
院議員

石井みどり栃木県後
援会 宮下　均 会計責任者

の 氏 名 大野　克夫 田村　一夫 平成29年
７月１日

今井やすお後援会 今井　恭男 会計責任者
の 氏 名 関澤　亨 綱川　勝一 平成29年

６月１日

桜功会 手塚　功一 会計責任者
の 氏 名 中塚　操 岡本　雪夫 平成29年

２月８日

栃木県医師連盟那須
郡市支部 小沼　一郎

代表者の氏名 小沼　一郎 深町　彰
平成29年
５月26日会計責任者

の 氏 名 三森　薫 吉成　仁見

栃木県行政書士政治
連盟 青木　勇夫 会計責任者

の 氏 名 安野　光宣 根岸　愼治 平成29年
６月16日

栃木県歯科医師連盟 宮下　均 会計責任者
の 氏 名 大野　克夫 田村　一夫 平成29年

７月１日

栃木県歯科衛生士連
盟 塩谷　裕子

主たる事務所
の 所 在 地

栃木県足利市野田
町2148-４

栃木県大田原市美
原２-3196-51

平成29年
５月15日代表者の氏名 塩谷　裕子 船山　由利子

会計責任者
の 氏 名 山名　洋子 保坂　弥生子

栃木県司法書士政治
連盟 平山　明 代表者の氏名 平山　明 嶋田　和彦 平成29年

５月20日

栃木県獣医師連盟 大住　敬

政 治 団 体
の 名 称 栃木県獣医師連盟 栃木県獣医師政治

連盟
平成29年
６月18日代表者の氏名 大住　敬 岩上　一紘

会計責任者
の 氏 名 寺内　幸夫 大住　敬

冨田達雄後援会 和氣　忠永 代表者の氏名 和氣　忠永 冨田　達雄 平成29年
６月26日
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那須歯科医師連盟 礒　勝彦

主たる事務所
の 所 在 地

栃木県那須塩原市
高砂町４-６

栃木県大田原市末
広３-2831-108

平成29年
６月11日代表者の氏名 礒　勝彦 伊東　隆一

会計責任者
の 氏 名 新藤　貴 江口　昌宏

平塚しげる励ます会 庄司　勇 代表者の氏名 庄司　勇 内田　徳富 平成29年
３月26日

福田あきお後援会政
治経済研究会 福田　昭夫 主たる事務所

の 所 在 地
栃木県日光市森友
781-３

栃木県日光市森友
739-１

平成29年
７月１日

福田あきお後援会総
連合会 渡辺　護 主たる事務所

の 所 在 地
栃木県日光市森友
781-３

栃木県日光市森友
739-１

平成29年
７月１日

船田元を支援する青
年の会 荒井　学

代表者の氏名 荒井　学 宮﨑　和典
平成29年
４月21日会計責任者

の 氏 名 田村　吉幸 神山　昌彦

山野井たかし後援会 渡辺　雅照 代表者の氏名 渡辺　雅照 津布久　正夫 平成29年
３月28日

渡辺喜美後援会総連
合会 臼井　亮平

公職の候補者
の氏名及び
公職の種類
（第二号）

渡辺　喜美、参議
院議員

渡辺　喜美、衆議
院議員

平成28年
６月22日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第34号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定による政治団体の解散の届出があったので、
同条第３項の規定により、その名称等を次のとおり告示する。
　　平成29年８月25日

栃木県選挙管理委員会委員長　　小　　林　　恒　　夫　　
（政党以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 解散年月日

石森ひさつぐと生活を良くする会 石森　久嗣
栃木県宇都宮市富士見が丘２-13-
23

平成28年12月31日

植木弘行励ます会 前田　光義
栃木県那須塩原市下永田４-1342-
８

平成29年４月30日

齋藤弘後援会 荒井　仁市 栃木県佐野市下彦間町909 平成29年４月30日

大黒天ゆ沢久 小澤　久 栃木県足利市毛野新町４-43 平成27年12月31日

人見けんじ後援会 花塚　隆志 栃木県さくら市長久保84 平成29年４月30日

人見けんじを支援するさくら市議
員会

角田　憲治 栃木県さくら市長久保84 平成29年４月30日

まかべ英敏後援会 真壁　英敏 栃木県宇都宮市泉が丘３-24-５ 平成29年６月１日

まかべ英敏を励ます会 遠藤　敏幸 栃木県宇都宮市泉が丘３-24-５ 平成29年６月１日

宮澤あやと好縁会 宮澤　礼人 栃木県矢板市乙畑1444-24 平成28年３月30日

　───────────────────────────────────────────────
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栃木県選挙管理委員会告示第35号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項第３号の規定による資金管理団体の届出事項の異動
の届出があったので、同法第19条の２第１項の規定により、次のとおり告示する。
　　平成29年８月25日

栃木県選挙管理委員会委員長　　小　　林　　恒　　夫　　

届出者の氏名 資 金 管 理 団 体
の 名 称 異 動 事 項 新 旧 異 動

年 月 日

花塚　隆志 花塚たかしを支援
する会 公職の種類 さくら市長 栃木県議会議員 平成29年

３月24日

福田　昭夫 福田あきお後援会
政治経済研究会

主たる事務所
の 所 在 地

栃木県日光市森友
781-３

栃木県日光市森友
739-１

平成29年
７月１日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第36号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項第２号の規定による資金管理団体でなくなった旨の
届出があったので、同法第19条の２第１項の規定により、次のとおり告示する。
　　平成29年８月25日

栃木県選挙管理委員会委員長　　小　　林　　恒　　夫　　
法第19条第３項第２号による届出

届 出 者 の 氏 名 資 金 管 理 団 体 の 名 称 資金管理団体でなくなった年月日

石森　久嗣 石森ひさつぐと生活を良くする会 平成28年12月31日

真壁　英敏 まかべ英敏後援会 平成29年６月１日

　───────────────────────────────────────────────

監 査 委 員
栃木県監査委員告示第11号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第２項及び第４項の規定に基づく監査を執行したので、同条第
９項の規定により、その結果を次のとおり公表する。
　　平成29年８月25日

栃木県監査委員　　佐　　藤　　　　　良　　
同　　　　　亀　　田　　　　　清　　
同　　　　　金　　井　　弘　　行　　
同　　　　　石　　﨑　　　　　均　　

第１　監査事項
財務に関する事務の執行及びその他の事務の執行

第２　監査対象期間
　平成28年度（ただし、給与事務（児童手当を含む。）については、予備監査実施日まで）

第３　監査の結果
（県民生活部）

監 査 対 象 機 関 名 監査年月日 監 査 の 結 果 及 び 意 見

とちぎ男女共同参画センター 平成29年５月19日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

消 防 学 校 平成29年６月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

（環境森林部）

監 査 対 象 機 関 名 監査年月日 監 査 の 結 果 及 び 意 見
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県 東 環 境 森 林 事 務 所 平成29年５月19日 工事事務のうち、災害関連緊急治山事業費に係る土
留工外工事の設計積算において、工事用道路に敷設
する敷鉄板の運搬費の計上が漏れていたため、設計
額が過小となっているものが１件340千円あった。

県 南 環 境 森 林 事 務 所 平成29年５月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

小 山 環 境 管 理 事 務 所 平成29年５月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

県 北 環 境 森 林 事 務 所 平成29年６月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

矢 板 森 林 管 理 事 務 所 平成29年６月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

県 西 環 境 森 林 事 務 所 平成29年６月27日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

林 業 セ ン タ ー 平成29年６月27日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

（保健福祉部）

監 査 対 象 機 関 名 監査年月日 監 査 の 結 果 及 び 意 見

保 健 環 境 セ ン タ ー 平成29年５月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

精 神 保 健 福 祉 セ ン タ ー 平成29年５月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

県 北 健 康 福 祉 セ ン タ ー 平成29年６月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

今 市 健 康 福 祉 セ ン タ ー 平成29年６月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

矢 板 健 康 福 祉 セ ン タ ー 平成29年６月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

烏 山 健 康 福 祉 セ ン タ ー 平成29年６月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

県 西 健 康 福 祉 セ ン タ ー 平成29年６月27日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

とちぎリハビリテーションセ
ンター

平成29年７月11日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

県 東 健 康 福 祉 セ ン タ ー 平成29年７月18日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

岡 本 台 病 院 平成29年７月18日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

県 南 健 康 福 祉 セ ン タ ー 平成29年７月25日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

安 足 健 康 福 祉 セ ン タ ー 平成29年７月25日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

栃 木 健 康 福 祉 セ ン タ ー 平成29年７月25日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

（産業労働観光部）

監 査 対 象 機 関 名 監査年月日 監 査 の 結 果 及 び 意 見

計 量 検 定 所 平成29年６月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

宇 都 宮 労 政 事 務 所 平成29年６月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

小 山 労 政 事 務 所 平成29年６月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

大 田 原 労 政 事 務 所 平成29年６月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

足 利 労 政 事 務 所 平成29年６月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

（農政部）

監 査 対 象 機 関 名 監査年月日 監 査 の 結 果 及 び 意 見
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農 業 試 験 場
（いちご研究所・原種農場）

平成29年５月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

農 業 大 学 校 平成29年５月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

水 産 試 験 場 平成29年６月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

県 央 家 畜 保 健 衛 生 所 平成29年６月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

県 南 家 畜 保 健 衛 生 所 平成29年６月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

県 北 家 畜 保 健 衛 生 所 平成29年６月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

畜 産 酪 農 研 究 セ ン タ ー 平成29年６月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

芳 賀 農 業 振 興 事 務 所 平成29年７月７日 工事事務のうち、農業基盤整備促進事業費（国庫）
に係る農道舗装工事の設計積算において、共通仮設
費及び現場管理費の補正に当たり、地域特性区分の
適用を誤ったことにより、設計額が過小となってい
るものが１件638千円あった。

安 足 農 業 振 興 事 務 所 平成29年７月７日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

河 内 農 業 振 興 事 務 所 平成29年７月11日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

下 都 賀 農 業 振 興 事 務 所 平成29年７月11日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

農 業 環 境 指 導 セ ン タ ー 平成29年７月11日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

那 須 農 業 振 興 事 務 所
（那須広域ダム管理支所）

平成29年７月18日 工事事務のうち、農村振興総合整備事業費（国庫・
県単）に係る橋梁工事の設計積算において、共通仮
設費及び現場管理費の補正に当たり、地域特性区分
の適用を誤ったことにより、設計額が過小となって
いるものが１件1,062千円あった。
また、当該工事に係る県道の区画線工では、安全対
策の上から、交通誘導警備員を配置する必要があっ
たが、設計積算において交通誘導警備員を計上して
おらず、安全対策に必要な措置が講じられていな
かった。
今後、工事の実施に当たっては適正な設計積算に努
めるとともに、確実な安全対策が執られるよう適切
な運用を図られたい。

上 都 賀 農 業 振 興 事 務 所 平成29年７月25日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

塩谷南那須農業振興事務所 平成29年７月25日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

（企業局）

監 査 対 象 機 関 名 監査年月日 監 査 の 結 果 及 び 意 見

今 市 発 電 管 理 事 務 所
（ 板 室 管 理 支 所 ）

平成29年７月11日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

北 那 須 水 道 事 務 所 平成29年７月11日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

鬼 怒 水 道 事 務 所 平成29年７月11日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

企 業 局 平成29年７月18日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

（教育委員会）
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監 査 対 象 機 関 名 監査年月日 監 査 の 結 果 及 び 意 見

総 合 教 育 セ ン タ ー 平成29年５月19日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

図 書 館 平成29年５月19日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

芳 賀 青 年 の 家 平成29年７月７日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

太 平 少 年 自 然 の 家 平成29年７月７日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

※指摘事項：事務が著しく不適正又は経済性、効率性及び有効性の視点から著しく不適切と認められるも
の

　───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○入札公告
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　平成29年８月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　入札名及び使用量　栃木ヘリポート電力需給入札
　　　　　　　　　　　　予定使用電力量　334,100kWh
⑵　業務内容　入札説明書による
⑶　需給期間　平成29年10月１日から平成32年３月31日まで
　なお、この契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に規定する長期継続契約として実
施する。そのため、契約に当たっては、県の各年度予算において当該契約に係る経費が減額又は削減され
たときに契約を変更又は解除できる旨の特約を付す。
⑷　履行場所　栃木ヘリポート　栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台128-１
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、大分類「Pその他のサービス」、小分
類「６その他」の入札参加資格を有するものと決定された者であること。
⑶　平成29年９月14日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成22年３月12日付け会
計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。
⑷　電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条の２の規定に基づき小売電気事業者として許可を受けてい
る者であること。
⑸　小売電気事業者においては、１の⑴の入札において落札決定後、供給期間の始期までに関東管内の一般
送配電電気事業者が定める託送供給約款に基づき、接続供給契約を締結する者であること。
⑹　二酸化炭素排出係数、環境への負担の軽減に関する取組の状況に関する条件における合計点数が70点以
上の者であること。なお、配点については入札説明書によるものとする。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する課の名称等及び契約内容の縦覧場所
〒321-3325　栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台128-１　栃木県県土整備部交通政策課（栃木ヘリポート）
電話028-677-4545

⑵　入札及び開札の日時及び場所
ア　入札書の受領期限及び提出場所　平成29年９月14日午後３時30分　栃木ヘリポート２階会議室。ただ
し、郵送による入札書の受領期限及び提出場所は、同日午後３時とし、書留郵便で⑴の場所へ郵送する
こと。
イ　開札の日時及び場所　平成29年９月14日午後３時30分　栃木ヘリポート２階会議室
⑶　その他
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,080円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

ア　入札に参加しようとする者は、次のとおり入札参加資格の確認を受けること。
ア　入札参加資格申請書類の提出期間、提出場所及び提出方法
　　平成29年８月25日から同年９月５日までの日（土曜日及び日曜日を除く。）の午前９時から午後５
時までに⑴の場所に持参又は郵送すること。
イ　確認結果の通知
　　平成29年９月７日までに郵送する。

イ　入札説明書の交付期間及び交付場所　平成29年８月25日から同年９月５日までの日（土曜日及び日曜
日を除く。）の午前９時から午後５時まで⑴の場所において交付する。
ウ　入札方法　１の⑴の件名で、総価で入札に付する。
エ　入札書の記載方法等　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相
当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるもの
とする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか
免税事業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載す
ること。

４　その他
⑴　入札保証金　免除
⑵　入札の無効　指定された日時以降に届いた入札書、２の入札参加資格のない者の提出した入札書、入札
者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書及び栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12
号）第156条第３号から第７号までに掲げる入札に係る入札書は、無効とする。

⑶　落札者の決定方法　栃木県財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で、
最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑷　その他
ア　詳細は入札説明書による。
イ　契約の手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨
ウ　契約保証金　免除
エ　入札者に要求される事項　この入札に参加を希望する者は、３の⑵の入札書の受領期限までに、２の
⑷に該当する者であることを証する書面を提出しなければならない。
オ　手続における交渉の有無　無
カ　契約書の作成の要否　要

（交通政策課）　
　───────────────────────────────────────────────

正 誤

発 行 番 号 ペ ー ジ 行 正 誤

第2753号 79 25 田村　壽彦 田村　寿彦

第2801号 691 20 吉成　仁見 吉成　仁美

　───────────────────────────────────────────────


